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平成30年４月20日 

各 位  

 

 

 

規約変更及び役員選任に関するお知らせ 

 

日本賃貸住宅投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の役員会において、平成 30 年５月 29 日開催予

定の第 12 回投資主総会（以下「本投資主総会」といいます。）に、下記記載の規約変更（第１号議案）及び役員選任（第２～

４号議案）に関する議案を付議することを決議しましたので、お知らせします。詳細については、添付の「第 12 回投資主総会

招集ご通知」をご参照下さい。なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。 

 

記 

 

１. 規約変更（第１号議案）の主な内容及び理由について 

(1) 本投資法人の資産の運用によって生じる分配可能金額に係る定義について、投資信託及び投資法人に関する法律

（昭和 26 年法律第 198 号。その後の改正を含みます。以下「投信法」といいます。）で規定される「利益」と同一のもの

であることを明確にするために規定の変更を行うものです（現行規約第 15 条第１号）。 

 

(2) 上記(1)で分配可能金額の定義を変更することに伴い、運用報酬２の計算の基礎とする利益の内容を修正するもので

す（現行規約別紙１②）。 

 

(3) 本投資法人が他の投資法人との合併により、合併の相手方となる投資法人から不動産等を承継した場合、または合併

の相手方となる投資法人に対し不動産等を承継させた場合の資産運用会社に対する報酬の取扱いを規定し、またそ

の場合における取得報酬及び譲渡報酬の取扱いを明確にするため、規定を変更するものです（変更案別紙１③、④及

び⑤）。 

 

(4) その他、表現の変更及び規定内容の明確化のため、必要な字句の追加、修正を行うものです（現行規約別紙１）。 

 

２. 役員の選任（第２～４号議案）について 

執行役員 山根正喜、監督役員 藪田広平及び永峰潤は、本投資主総会の終結の時をもって任期満了となるため、執

行役員 1 名（正田郁夫）、監督役員 2 名（藪田広平及び永峰潤）を選任するものです。 

また、執行役員が欠けた場合又は法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員 1 名（山根正喜）を選

任するものです。 

 

第２号議案 【執行役員１名選任】     候補者 正田 郁夫（新任） 

第３号議案 【補欠執行役員１名選任】  候補者 山根 正喜（新任） 

第４号議案 【監督役員２名選任】     候補者 藪田 広平（重任） 永峰 潤（重任） 

不動産投資信託証券発行者名  日 本 賃 貸 住 宅 投 資 法 人 

 東京都港区新橋六丁目 1 6 番 1 2 号 

代 表 者 名      執 行 役 員 山 根 正 喜 

  （コード番号： 8 9 8 6 ） 

資 産 運 用 会 社 名 株式会社ミカサ ･アセッ ト ･ マネジメン ト 

代 表 者 名 代表取締役社長 東 野  豊 

問 い 合 わ せ 先 執行役員経営管理部長 木 本 誠 司 

  Tel .  03-5425-5600 
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３. 日程 

平成 30 年４月 20 日 本投資主総会提出議案の役員会決議 

平成 30 年５月７日  本投資主総会招集通知の発送（予定） 

平成 30 年５月 29 日 本投資主総会の開催（予定） 

以上 

 

 

 

※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

※本投資法人のホームページアドレス： http://www.jrhi.co.jp/ 

 

 

 

＜添付資料＞ 

第 12 回投資主総会招集ご通知 

http://www.jrhi.co.jp/























